
平成２８年３月市議会提出条例について 

（当初提案） 

                         〔総務部総務課〕 

【目次】 

１ 福知山市職員の退職管理に関する条例 １ 

２ 福知山市職員の降給に関する条例 １ 

３ 福知山市公共施設等総合管理基金条例 １ 

４ 福知山市附属機関設置条例の一部を改正する条例 ２ 

５ 福知山市情報公開条例の一部を改正する条例 ２ 

６ 福知山市個人情報保護条例の一部を改正する条例 ３ 

７ 福知山市職員定数条例の一部を改正する条例 ３ 

８ 
福知山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例 
４ 

９ 福知山市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 ４ 

10 
福知山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例 
４ 

11 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 
５ 

12 
福知山市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関す

る条例の一部を改正する条例 
５ 

13 福知山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 ５ 

14 福知山市手数料条例の一部を改正する条例 ６ 

15 福知山市防災会議条例の一部を改正する等の条例 ６ 

16 福知山市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例 ７ 

資料番号３ 



17 福知山市火災予防条例の一部を改正する条例 ７ 

18 福知山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 ７ 

19 福知山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 ８ 

20 
福知山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 
８ 

21 

福知山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

９ 

22 福知山市教育集会所条例の一部を改正する条例 10 

23 
福知山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例 
10 

24 福知山市簡易水道設置条例の一部を改正する条例 10 



１ 福知山市職員の退職管理に関する条例（新規） 

【職員課】 

１ 制定の理由 

   地方公務員法の一部改正に伴い、福知山市職員の退職管理に関して条例で定める

必要がある。 

 

２ 制定の内容 

（１）趣旨を定めることとした。                （第１条関係） 

（２）再就職者による依頼等を規制することとした。       （第２条関係） 

（３）規則で定める職に就いている職員であった者は、任命権者への届出を義務付け

ることとした。                       （第３条関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

２ 福知山市職員の降給に関する条例（新規） 

【職員課】 

１ 制定の理由 

   地方公務員法の一部改正に伴い、福知山市職員の降給に関して条例で定める必要

がある。 

 

２ 制定の内容 

（１）目的を定めることとした。                （第１条関係） 

（２）降給の種類は、降格及び降号と定めることとした。     （第２条関係） 

（３）降格の事由を定めることとした。             （第３条関係） 

（４）降号の事由を定めることとした。              （第４条関係） 

（５）職員を降給させる場合には、通知書を交付することとした。 （第５条関係） 

（６）受診命令に従う義務を定めることとした。          （第６条関係） 

（７）実施事項を規則へ委任することとした。          （第７条関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

３ 福知山市公共施設等総合管理基金条例（新規） 

   【資産活用課】 

１ 制定の理由 

   福知山市公共施設等総合管理基金を設置するため、条例を制定する必要がある。 

 

２ 制定の内容 

（１）福知山市公共施設マネジメント計画の推進のため公共施設等の整理、整備等に

関する経費に充てるため基金を設置することとした。      （第１条関係） 



（２）基金への積立ては、土地建物売払収入、土地建物貸付収入その他の収入及び基

金から生じる利子とすることとした。             （第２条関係） 

（３）基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管することとした。                    （第３条関係） 

（４）基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰

り入れることとした。                   （第４条関係） 

（５）市長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

ることした。                        （第５条関係） 

（６）（１）の資金に充てるため基金の全部又は一部を処分することができることと

した。                           （第６条関係） 

（７）基金の管理について必要な事項は、市長が定めることとした。 （第７条関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

４ 福知山市附属機関設置条例の一部を改正する条例（一部改正） 

   【職員課】 

１ 改正の理由 

   福知山市行政不服審査会等を設置すること等に伴い、所要の規定の整備を行う必

要がある。 

 

２ 改正の内容 

別表に次の改正を行うこととした。               （別表関係） 

（１）福知山市行政不服審査会を新設することとした。 

（２）指定管理者制度第三者評価委員会を新設することとした。 

（３）福知山市就学指導委員会の名称を福知山市教育支援委員会に改めることとした。 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

５ 福知山市情報公開条例の一部を改正する条例（一部改正） 

   【秘書課】 

１ 改正の理由 

   行政不服審査法の全部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）章名を審査請求に改めることとした。          （第３章関係） 

（２）開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、法を適用し

ないこととした。                 （第１９条の２関係） 

（３）福知山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した場合は、法に規定する弁明



書の写しを添付することとした。          （第２０条第２項関係） 

（４）文言の整理行うこととした。（目次、第２０条第１項、第２１条、第２２条、

第２３条第１項、第２４条第４項、第２５条第

１項及び第 2 項、第２６条第１項、第２７条第

１項並びに第２９条第２項及び第３項関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

６ 福知山市個人情報保護条例の一部を改正する条例（一部改正） 

   【秘書課】 

１ 改正の理由 

   行政不服審査法の全部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）節名を審査請求に改めることとした。         （第４章第４節関係） 

（２）開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利

用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、法を適用しないこととした。 

                         （第４０条の２関係） 

（３）福知山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した場合は、法に規定する弁明

書の写しを添付することとした。           （第４１条第２項関係） 

（４）文言の整理を行うこととした。   （第４１条、第４２条、第４３条第２項 

及び第３項、第４４条関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

７ 福知山市職員定数条例の一部を改正する条例（一部改正） 

【職員課】 

１ 改正の理由 

   市立福知山市民病院の診療機能の強化による職員の増加に伴い、所要の規定の整

備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

市立福知山市民病院の職員定数を６１０人から６５５人に増員することとした。 

（第２条第１項関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 



８ 福知山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正 

する条例（一部改正）【職員課】 

１ 改正の理由 

   地方公務員法の一部改正等に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）報告事項に職員の人事考課の状況を加えることとした。   （第３条関係） 

（２）報告事項に職員の退職管理の状況を加えることとした。   （第３条関係） 

（３）文言の整理をすることとした。         （第３条及び第５条関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

９ 福知山市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例（一部改正）

【職員課】 

１ 改正の理由 

   地方公務員法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

文言を改めることとした。              （第６条第１項関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

10 福知山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する 

条例の一部を改正する条例（一部改正） 

【職員課】 

１ 改正の理由 

   地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要が

ある。 

 

２ 改正の内容 

（１）傷病補償年金と障害厚生年金等を併給される場合の、調整率を引き上げること

とした。                   （附則第５条第１項の表関係） 

（２）休業補償と障害厚生年金等を併給される場合の、調整率を引き上げることとし

た。                     （附則第５条第２項の表関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 



11 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例（一部改正）【職員課】 

１ 改正の理由 

   水防協議会委員の廃止等に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）別表に次の改正を行うこととした。            （別表関係） 

  ア 水防協議会を防災会議へ統合することに伴い、水防協議会委員を削ることと

した。 

  イ 地域公共交通会議委員に専門委員を加えることとした。 

  ウ 就学指導委員会を教育支援委員会に名称を改めることとした。 

  エ 行政不服審査会委員を加えることとした。 

  オ 指定管理者制度第三者評価委員会委員を加えることとした。 

（２）文言の整理を行うこととした。           （第５条第１項関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

12 福知山市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関す

る条例の一部を改正する条例（一部改正） 

【職員課】 

１ 改正の理由 

   地方公務員法の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

引用する条項のずれを改めることとした。           （第１条関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

13  福知山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

（一部改正）【税務課】 

１ 改正の理由 

   行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、所要

の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）地方税法により準用する行政不服審査法審査法の内容及び範囲の改正に伴い、

所要の規定の整理を行うこととした。（第４条第２項及び第６項並びに第６条 

第４項関係） 

（２）決定書の作成には、主文、事案の概要、審査申出人及び市長の主張の要旨並び



に理由を記載し、委員会が記名押印することとした。  （第１１条第１項関係） 

（３）引用する法令を改めることとした。          （第４条第３項関係） 

（４）文言の整理を行うこととした。       （第４条第２項及び第３項関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

14 福知山市手数料条例の一部を改正する条例（一部改正） 

   【総務課】 

１ 改正の理由 

   行政不服審査法の全部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）行政不服審査法の規定に基づく手数料を徴収することとした。（第１条関係） 

（２）審理員が行う提出書類等の写し等の交付は、１枚につき１０円とすることとし

た。                           （別表関係） 

（３）行政不服審査会等の附属機関が行う主張書面等の写し等の交付は、１枚につき

１０円とすることとした。                 （別表関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

15 福知山市防災会議条例の一部を改正する等の条例（一部改正） 

   【危機管理室・消防本部】 

１ 改正の理由 

   福知山市防災会議に福知山市水防協議会を統合することに伴い、所要の規定の整

備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）水防に関しては、防災会議で調査審議することとした。    （第２条関係） 

（２）福知山市水防協議会条例を廃止することとした。     （附則第２項関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 



16 福知山市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例 

（一部改正）【消防本部】 

１ 改正の理由 

   非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の

規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）傷病補償年金と障害厚生年金等を併給される場合の、調整率を引き上げること

とした。                   （附則第４条第２項の表関係） 

（２）休業補償と障害厚生年金等を併給される場合の、調整率を引き上げることとし

た。                     （附則第４条第５項の表関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

17 福知山市火災予防条例の一部を改正する条例（一部改正） 

   【消防本部】 

１ 改正の理由 

   対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条

例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の規

定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）新たな設備及び器具の流通により、当該設備及び器具に係る可燃物等との間に

設けるべき火災予防上安全な距離について定めることとした。 （別表第３関係） 

（２）文言を整理することとした。               （別表第３関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

18 福知山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例（新規） 

   【生活交通課】 

１ 制定の理由 

   消費者安全法の一部改正に伴い、福知山市消費生活センターの組織及び運営等に

関して条例で定める必要がある。 

 

２ 制定の内容 

（１）趣旨を定めることとした。                （第１条関係） 

（２）名称及び住所等を告示することとした。          （第２条関係） 



（３）目的を定めることとした。                （第３条関係） 

（４）事業の内容を定めることとした。             （第４条関係） 

（５）消費生活センターに消費生活センター長及び職員を置くこととした。 

（第５条関係） 

（６）消費生活センターに消費生活相談員を置くこととした。    （第６条関係） 

（７）消費生活相談員の処遇の確保について定めることとした。   （第７条関係） 

（８）職員の研修について定めることとした。           （第８条関係） 

（９）情報の安全管理について定めることとした。         （第９条関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

19 福知山市国民健康保険条例の一部を改正する条例（一部改正） 

【保険課】 

 

１ 改正の理由 

    国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）基礎賦課限度額を５２０，０００円から５４０，０００円に改めることとした。 

（第１４条の６関係） 

（２）後期高齢者支援金等賦課限度額を１７０，０００円から１９０，０００円に改

めることとした。                （第１４条の６の１０関係） 

 

 ３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

20 福知山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

（一部改正）【高齢者福祉課】 

１ 改正の理由 

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の施行に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）指定認知症対応型通所介護事業者は、運営推進会議を設置し、地域との連携等

を図ることとした。                    （第７８条関係） 

（２）指定認知症対応型通所介護事業者は、活動状況の報告及び運営推進会議からの

評価、要望、助言等の記録を保存しなければならないこととした。 



（第７９条第２項関係） 

（３）指定基準の見直しに伴い、指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定

地域密着型通所介護事業所は、生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員を置かな

いことができることとした。          （第１５１条第１３項関係） 

（４）引用する条項のずれ等を改めることとした。（第１６条、第１７条、第６５条

第１項及び第２項、第８７条、第１０５条、第１

０８条、第１０９条、第１２７条第２項、第１２

８条、第１２９条第１項、第１４８条第２項、第

１４９条、第１５０条第１項、第１７６条第２項

第７号、第１７７条、第１８９条、第２０１条第

２項第１０号並びに第２０２条関係） 

（５）文言を改めることとした。 （第３０条第２項、第５４条第２項、第１０７条

第２項第８号、第１０８条、第１２８条、第１

４９条、第１７７条、第１８９条及び第２０２

条関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

21 福知山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（一部改正）【高齢者福祉課】 

１ 改正の理由 

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の施行に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、運営推進会議を設置し、地域と

の連携等を図ることとした。             （第３９条第３項関係） 

（２）指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、活動状況の報告及び運営推進会

議からの評価、要望、助言等の記録を保存しなければならないこととした。 

（第３９条第４項関係） 

（３）引用する条項のずれを改めることとした。  （第９条第１項及び第２項関係） 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

 

 



22 福知山市教育集会所条例の一部を改正する条例（一部改正） 

   【生涯学習課】 

１ 改正の理由 

  岡ノ三教育集会所の指定管理を廃止するため、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

２ 改正の内容 

   岡ノ三教育集会所を指定管理者の管理する施設から削ることとした。 

         （第３条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

 

 

23 福知山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例（一部改正）【都市計画課】 

１ 改正の理由 

  福知山都市計画地区計画に中六人部地区整備計画区域を追加することに伴い、所

要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

   別表に中六人部地区整備計画区域を加えることとした。 

（別表第１及び別表第２関係） 

 

３ 施行期日 

   規則で定める日 

 

 

24 福知山市簡易水道設置条例の一部を改正する条例（一部改正） 

【上下水道部】 

 

１ 改正の理由 

  北部簡易水道の給水区域の変更に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

北部簡易水道の給水区域に大江町橋谷の一部を加えることとした。 （別表関係） 

 

３ 施行期日 

 平成２８年４月１日 

 

 


